
本表は、一定時点での未襲名名跡（空き名跡）の一覧である。本表は、一定時点での未襲名名跡（空き名跡）の一覧である。本表は、一定時点での未襲名名跡（空き名跡）の一覧である。本表は、一定時点での未襲名名跡（空き名跡）の一覧である。

時代によって名跡総数等の変遷があるので、詳細は「名跡の読み方や増減などの変遷表」を参照されたい。時代によって名跡総数等の変遷があるので、詳細は「名跡の読み方や増減などの変遷表」を参照されたい。時代によって名跡総数等の変遷があるので、詳細は「名跡の読み方や増減などの変遷表」を参照されたい。時代によって名跡総数等の変遷があるので、詳細は「名跡の読み方や増減などの変遷表」を参照されたい。

◆ ◆ ◆ ◆ 空空空空きききき名跡名跡名跡名跡のののの判定時期判定時期判定時期判定時期についてについてについてについて

　名跡の異動月日が不明確な時期については、「前場所後」と「当場所」（番附）を一体として考え、すべて同時に異動したと仮定する。

　（例）

名跡 空き 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

S09/05後

S10/01 103 17 淺香山 東関 雷 岩友 浦風 追手風 大嶽 白玉 田子ノ浦 立田川 立田山 立川 玉ノ井 千賀ノ浦 中立 湊 山科

昭和9年5月場所ごと10年1月を一体とし、この時点の異動をもとに空き名跡を判定する。

※上記の時期でも、場所の×日目や死亡年月日など、日付が明確な場合はその時点で判定する。

　名跡の異動月日が明確な場合は、その時点での異動をもとに空き名跡を判定する。

　（例）

名跡 空き 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

H15/09/30 108 5 1 0 尾上 白玉 中川 中立 山響

◆ ◆ ◆ ◆ 空空空空きききき名跡名跡名跡名跡としないとしないとしないとしない例例例例についてについてについてについて

　・部屋の当主が廃業または死亡した場合

　（例）

名跡 空き 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

S10/06/12 103 15 淺香山 東関 雷 稲川 岩友 追手風 大嶽 白玉 田子ノ浦 立田川 立田山 立川 千賀ノ浦 湊 山科 若藤

S11/01 103 14 淺香山 東関 稲川 雷 岩友 追手風 大嶽 白玉 田子ノ浦 立田川 立田山 立川 湊 山科

「若藤」が一時空いたが、11年1月に後継者が襲名している。襲名者はいないが、後継者選定までの暫定的なものと考え、 で示し、空き名跡とは数えない。

　・停年延長や再雇用の場合

　（例）

名跡 空き 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

S49/02/28 106 13 雷 大嶽 押尾川 小野川 境川 白玉 関ノ戸 玉ノ井 錦島 秀の山 振分 陸奥 山分 武藏川

「武藏川」が停年を迎えたが、年寄名のまま2年間相談役を務めた。この期間は他の力士が襲名できないため、 で示し、空き名跡とは数えない。

　・公益財団法人日本相撲協会評議員に就任の場合

　（例）

名跡 空き 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

H26/01/30 107 10 安治川 荒磯 大島 押尾川 不知火 鳴戸 西岩 錦島 秀ノ山 間垣 大嶽 湊川 山響

評議員は相撲協会の役職に就けないため、相撲協会を退職する。しかし相撲協会は当該評議員が取得している名跡は空き名跡とはしていないため、本表でも で示し、空き名跡とは数えない。
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